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令和  年  月  日 

 

 

 

中 国 運 輸 局 長 殿 

島 根 運 輸 支 局 長 殿 

 

 

住  所   

事業者名   

代表者名   

 

（該当する事案に✓する。） 

 

 

□ 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 
【営業所・車庫・休憩睡眠施設の変更】 

 

□ 第一種利用運送事業の登録事項変更届出書 
【 営 業 所 ・ 保 管 施 設 の 変 更 】 



一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書 

 

下記の通り、事業計画を変更したいので申請します。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所 

住    所   

氏名又は名称   

代 表 者 名   

 

２．変更する事項 

 ⑴ 営業所の名称及び位置 

新旧 名   称 位           置 備 考 

新 

支店・営業所   

支店・営業所   

支店・営業所   

旧 

支店・営業所   

支店・営業所   

支店・営業所   

 

 ⑵ 車庫の位置及び収容能力 

新旧 位      置 収 容 能 力 備 考 

新 

 ㎡(内有蓋    ㎡)  

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋    ㎡)  

旧 

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋      ㎡)  

 ㎡(内有蓋     ㎡)  

 ㎡(内有蓋   ㎡)  



 ⑶ 休憩睡眠施設の位置及び収容能力 

新旧 位        置 収容能力 備 考 

新 

 ㎡  

 ㎡  

 ㎡  

旧 

 ㎡  

 ㎡  

 ㎡  

 

３．変更を必要とする理由 

   

  

  

 

４．営業所別の事業用自動車の数 
 

新旧の別 
 
 
 

内訳 
 
 
営業所名・支店名 

新 旧 

普 
 
通 
 
車 

小 
 
型 
 
車 

特 
 
種 
 
車 

特 
 
殊 
 
車 

牽 
 
引 
 
車 

被

牽

引

車 

計 

普 
 
通 
 
車 

小 
 
型 
 
車 

特 
 
種 
 
車 

特 
 
殊 
 
車 

牽 
 
引 
 
車 

被

牽

引

車 

計 

支店・営業所               

支店・営業所               

支店・営業所               

支店・営業所               

支店・営業所               

合    計               

 

【記入要領】 

１．｢内訳｣欄には、普通車(11 ナンバー)、小型車(44 ナンバー)、特種車(88 ナンバー)、特殊車(99 ナン

バー)、牽引車(トラクター)、被牽引車(トレーラー)等の別を記載する。 

 ２．合計欄には、当該営業所が存在する運輸支局管内にある全営業所の合計車両数を記載す

る。 



第一種利用運送事業の登録事項変更届出書 
 

下記の通り、登録事項を変更したいので届出します。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所 

住  所  

事業者名  

代表者名  

 

２．登録番号 

                
 
３．変更した事項 

 ⑴ 営業所の名称及び位置 

新旧 名   称 住       所 備 考 

新 

支店・営業所   

支店・営業所   

支店・営業所   

旧 

支店・営業所   

支店・営業所   

支店・営業所   

 

⑵ 保管施設の位置及び収容能力 

新旧 名   称 位       置 備 考 

新 支店・営業所 必要としない  ㎡ 

旧 

支店・営業所  ㎡ 

支店・営業所  ㎡ 

支店・営業所   ㎡ 

 

４．変更の実施日 

  令和  年  月  日 

 

５．変更を必要とした理由 

   

 



〔添付書類〕 

 
           

変 更 事 項 
 

 
書      類 

 
営

業

所 

 

車 

 

 

庫 

休
憩
睡
眠
施
設 

付近の見取図（車庫又は休憩睡眠施設の変更の場合は営業所との距離を記入） ◯ ◯ ◯ 

平面図（求積方法を記入、複数の番地にかかる場合は地割を表示する） ◯ ◯ ◯ 

土地・建物の登記簿謄本・賃貸借契約書の写し ◯ ◯ ◯ 

建築基準法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書（様式１） ◯ ◯ ◯ 

車両一覧表  ◯  

車庫の必要となる収容能力確認書（様式２）  ◯  

道路幅員証明書（車両の出入口に変更がない場合は不要）  ◯  

運行管理等の体制 ◯   

写真（車庫又は事務所の中側・外側又は休憩睡眠施設の内側・外側、写真には求積方法を記入）  ◯ ◯ ◯ 

運行管理者資格者証（写）及び就任承諾書 ◯   

整備管理者の資格を証する書面（写）及び就任承諾書 ◯   

 

【 注 】 

１．変更事項に応じて◯印の書類を添付 

 

２．無蓋車庫の場合は、建物の登記簿謄本・賃貸借契約書等は不要 

 

３．土地・建物が自己所有の場合は、登記簿謄本（建物が未登記の場合は「様式３」

の宣誓書）、借入の場合は､賃貸借契約書写等を添付 

 

４．土地・建物の所有者の名義・住所等が変更となっていて変更登記がされていない

場合は、戸籍抄本・住民票・固定資産課税台帳等の写しを添付 

 



㊞ 

様 式 １ 

 

 

中 国 運 輸 局 長 殿 

島根運輸支局長 殿 
 

 

 

宣   誓   書 
 

 

 

 貨物自動車運送事業法第４条第１項第２号に規定する事業計画のうち、

営業所、車庫及び休憩睡眠施設並びに貨物利用運送事業法第４条第２項

及び同法施行規則第４条第２項第３号に規定する登録事項及び届出事項

のうち営業所・保管施設については、建築基準法、農地法、都市計画法

等に抵触しないことを宣誓します。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

住  所   

事業者名   

代表者名   

 

 

 



 

 

１．変更後の車庫の収容能力並びに必要となる収容能力 

位          置 収容能力 最低必要となる収容能力 

  ㎡ 
７.５ｔ超え 

(     )両×38㎡ 
㎡ 

   ㎡ 
７.５ｔまで 

(     )両×28㎡ 
㎡ 

 ㎡ 
２ｔロング 

(     )両×20㎡ 
㎡ 

 ㎡ 
２ｔまで 

(     )両×15㎡ 
㎡ 

合        計  ㎡ 合  計 ㎡ 

 

（記載要領） 

１．「位置」及び「収容能力」は、変更後のものを記載する。 

 

２．２ｔロングとは、積載量２ｔ以下で車輌の長さが５ｍを超えるもの及び、トラク

ター（牽引車）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 ２ 



２．車輌一覧表 

登 録 番 号 

 
最大積載
量(ｔ)  

長さ 
(cm) 

幅 
(cm) 登 録 番 号 

最大積載
量(ｔ 

長さ 
(cm) 

幅 
(cm) 

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    

島根    島根    



㊞ 

 

中 国 運 輸 局 長 殿 

島根運輸支局長 殿 
 

 

 

 

確   認   書 
 

 

 

 

表 示 所   在   地 構  造 面  積 

土 地  ― ㎡ 

建 物   ㎡ 

 

 上記の土地・建物は未登記ですが、私の（当社）が所有であることを

確認致します。 

 

令和  年  月  日 

 

住  所  

事業者名  

代表者名  

 

 

様 式 ３ 号 



市
街
地
区
内
の
道
路
（
第
５
条
） 

 

 

令和  年  月  日 
 
道路管理者 

殿 

 

住  所  

氏  名  

 

下記の事項について、中国運輸局へ提出する必要があるので証明願います。 

 

記 

 

自 動 車 車 庫 の 位 置  

車庫に面する道路の種別及び幅員 総幅員〔     ｍ〕 車道幅員〔     ｍ〕 

 

車両制限令第５条又は第６条に定める道路の区分（該当する道路を○で囲む） 

 

一般市街地道路 

１． 通常の道路（第５条第２項） 
 
２．市街地区域内極少指定道路又は一方通行とされている道

路（第５条第１項） 
 

歩行者が多くて

歩道のない駅前

繁 華 街 道 路 

３．通常の道路（第５条第３項後段） 
 
４．市街地区域内極少指定道路又は一方通行とされている道

路（第５条第３項前段） 
 

市街地区域外の道路 

（第６条） 

５．通常の道路（第６条第２項） 
 
６．一方通行とされている道路又はその道路に概ね３００ 

ｍ以内の区域ごとに待避所のある道路（第６条第１項） 
 

７．市街地区域内極少指定道路（第６条第１項） 

道路管理者の意見等  

上記の通り証明する。 

令和  年  月  日 

道路管理者  

申 請 者 
㊞ 

㊞ 

道 路 幅 員 証 明 願 



 

使 用 同 意 書 

 

 

 

          は、         に対して、下記の建物を

営業所及び休憩睡眠のための施設として、無償で使用することに同意致

します。 

 期間は、令和  年  月  日より２年間とし、継続については双

方協議し、異議がなければ１年間継続し、以後これによる。 

 

記 

 

土

地 

地   番   

面   積 〔       ㎡〕 

建

物 

構   造  

面   積 １階〔     ㎡〕・２階〔     ㎡〕 

令和  年  月  日 

 

住   所  

氏名(名称)  

 

 

㊞ 



 

 

 

賃貸人（以下甲という）          、賃借人（以下乙という） 

上記当事者間において、次の通り土地の賃貸契約を締結する。 
 

第１条 甲は、その所有にかかる下記の土地を乙に賃貸し、乙はこれを借り受けるものとする。 
 

記 
 

土 地 の 表 示 種   別 面   積 

 宅地・雑種地 ㎡ 

 宅地・雑種地 ㎡ 
 

第２条 前条の貸与期間は、令和  年  月  日より令和  年  月  日までの２年間と

する。期間満了後、甲及び乙双方に異議がない場合は、更に同期間延長するものとし、以後これ

による。 
 

第３条 貸与期間中における賃貸料は、１ヶ月金         円とし、乙は毎月末までに翌

月分を甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。但し、その賃料が経済事情の変動、公租公

課の増額、近隣の賃料との比較等により不相当となった時、甲は契約期間中であっても賃料の増

額が請求出来るものとする。 
 

第４条 乙は次の場合には、事前に甲の書面による承諾を受けなければならない。 

２ 乙が本件賃借権を譲渡し、又は本件土地の転貸をするとき、その他名目の如何を問わず、事実

上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。 
 

第５条 乙が次の場合の一つに該当したとき甲は、催促をしないで直ちに本契約を解除する事が出

来るものとする。 

⑴ ３ヶ月以上賃料の支払いを怠ったとき。 

⑵ 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲と乙との間の信頼関係を著しく

害すると認められたとき。 

⑶ 乙が前条の規定に違反したとき。 

⑷ その他、本契約に違反したとき。 
 

第６条 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに

各当事者は合意した。 
 

前各条の他、細部にわたる事項については、必要の都度甲・乙協議を以て定めるものとする。 

 上記契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙各１通を保有する。 
 

令和  年  月  日 
 

甲  

 

乙  

 

土 地 賃 貸 契 約 書 
 

㊞ 

㊞ 



 

 
 

賃貸人（以下甲という）          、賃借人（以下乙という） 

上記当事者間において、次の通り土地及び建物の賃貸契約を締結する。 
 

第１条 甲は、その所有にかかる下記の土地及び建物を乙に賃貸し、乙はこれを借り受けるものと

する。 
 

記 
 

土 地 の 表 示 種   別 面   積 

 宅地・雑種地 ㎡ 
 

建 物 の 構 造 車庫の面積（内有害車庫） 事務所、休憩室等の床面積 

 ㎡(    ㎡) ㎡ 
 

第２条 前条の貸与期間は、令和  年  月  日より令和  年  月  日までの２年間と

する。期間満了後、甲及び乙双方に異議がない場合は、更に同期間延長するものとし、以後これ

による。 
 

第３条 貸与期間中における賃貸料は、１ヶ月金         円とし、乙は毎月末までに翌

月分を甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。但し、その賃料が経済事情の変動、公租公

課の増額、近隣の賃料との比較等により不相当となった時、甲は契約期間中であっても賃料の増

額が請求出来るものとする。 
 

第４条 乙は次の場合には、事前に甲の書面による承諾を受けなければならない。 

２ 乙が本件賃借権を譲渡し、又は本件土地の転貸をするとき、その他名目の如何を問わず、事実

上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。 
 

第５条 乙が次の場合の一つに該当したとき甲は、催促をしないで直ちに本契約を解除する事が出

来るものとする。 

⑴ ３ヶ月以上賃料の支払いを怠ったとき。 

⑵ 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲と乙との間の信頼関係を著しく

害すると認められたとき。 

⑶ 乙が前条の規定に違反したとき。 

⑷ その他、本契約に違反したとき。 
 

第６条 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに

各当事者は合意した。 
 

前各条の他、細部にわたる事項については、必要の都度甲・乙協議を以て定めるものとする。 

 上記契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙各１通を保有する。 
 

令和  年  月  日 
 

甲  
 

乙  

土地・建物賃貸契約書 
 

㊞ 

㊞ 


